
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年４月分から 
児童扶養手当の手当額が変更になります。 

児童１人の場合（月額）  

支給区分 
現  行 

（Ｈ２３年３月分まで） 

変 更 後（△0.4％） 
（Ｈ２３年４月分から） 

全部支給 ４１，７２０円 ４１，５５０円 

一部支給 
４１，７１０円 

  ～９，８５０円 

４１，５４０円 
 ～９，８１０円 

 

児童２人の場合は５，０００円の加算，３人以上いる場合は一人増える 
ごとに３，０００円の加算。 

 
 
＊児童扶養手当額（基準額）は，全国消費者物価指数の変動に応じて額が改定することになっています。 
 

 

 


